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三重県防災アプリ導入及び運用保守業務委託 

企画提案コンペ参加仕様書 

 

 

１ 業務の目的 

三重県では、南海トラフ地震による津波被害などが予想されている中、大規模災害時

に県民や県内に滞在する方の命を守るため、適切な避難を促すための情報発信が重要

となる。このことから、災害発生時に、県民や県内に滞在するすべての方がいつ、どこに

いても現在地において適切な避難行動ができるよう支援するための防災アプリを構築、

運用する。 

 

２ 委託業務の内容 

(1) 業務名 

三重県防災アプリ導入及び運用保守業務 

(2) 履行期間 

契約締結日から令和 7年 3月 31日まで 

(3) 業務内容 

別紙「三重県防災アプリ導入及び運用保守業務仕様書」（以下、「業務仕様書」とい

う。）のとおり 

 

３ 契約上限額 

15,642,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４ 参加条件 

次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 

(1) 当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得

ない者でないこと。 

(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１

項各号に掲げる者でないこと。 

(3) 三重県建設工事等資格（指名）停止措置要領により資格（指名）停止を受けている期

間中である者でないこと。 

(4) 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中で

ある者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

(5) 三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

 

５ 企画提案コンペの参加意思表示 

企画提案コンペに参加を希望する者は、次のとおり参加資格確認申請書を提出してく

ださい。 

(1) 提出書類 

   ア 企画提案コンペ参加資格確認申請書（第１号様式）： 1部 

   イ 上記アの添付書類： 1部 
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   ※添付書類（状況に応じて必要なものを提出） 

・登記簿謄本又は登記事項証明書（法人の場合は、商号、所在地、代表者、（資本金 

等）の事項が記載されているもの。写し可） 

・身分証明書（個人の場合身分証明書。本籍地市町村長証明のもの。写し可。） 

・成年被後見人、被保佐人等について登記されていないことの証明書（個人の場合。 

発行から３ヶ月以内のもの。写し可） 

・企画提案コンペに関し、支店又は営業所等に権限が委任されている場合はその委任 

 状（第２号様式） 

 

(2) 提出期限 

令和 6年 4月１１日（木）１６時００分まで 

(3) 提出場所  

下記２１に示す所属 

(4) 提出方法 

電子メール、持参、郵便又は民間事業者による信書便で送付。 

なお、電子メール、郵便又は民間事業者による信書便で提出する場合、下記２１に示

す所属まで電話連絡をお願いします。 

(5) 結果通知 

資格審査結果は令和 6年 4月１７日（水）１６時００分までに原則、電子メールで通知

します。 

 

６ 企画提案資料の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和 6年 4月２２日（月）１６時００分まで 

(2) 提出先 

下記２１に示す所属 

(3) 提出方法 

持参、郵便又は民間事業者による信書便に限ります。 

なお、郵便又は民間事業者による信書便で提出する場合、下記２１に示す所属まで電

話連絡をお願いします。 

 

７ 提出を求める企画提案資料及び提出部数 

(1) 企画提案書： ８部（正１部、写し７部） 

企画提案書には、業務仕様書の内容を踏まえ、以下①～⑤の内容を簡潔に示しイン

デックスを添付すること。また、企画提案書は、原則として文字サイズ 10ポイント以上

とし、Ａ４縦長横書きで両面印刷のうえ左辺を綴じて２０頁以内で作成すること。 

なお、提出した企画提案書について説明を求められた場合は、これに応じなければな

らない。 

① 機能 

・ 開発するアプリの機能概要（業務仕様書に記載のない独自機能の提供が可能で

ある場合はその機能の内容も記載すること） 
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・ 利用者の端末への負荷（バッテリー、通信容量、ストレージ容量） 

② ユーザビリティ 

・ 画面構成、操作性にかかるユニバーサルデザイン対応 

・ 各種情報の緊急度を利用者に伝えるための方策 

③ 稼働基盤 

・ システム構成 

・ 高負荷に対応するための対策 

・ 障害、セキュリティ事案への対策 

④ 体制・実績 

・ 具体的な人員の配置（実施責任者、担当者の役職） 

・ インシデントの監視、対応体制 

・ 業務に関連するその他の組織等との連携体制 

・ 令和 6年 5月中旬の契約締結を前提とした、令和 6年 10月末までの構築ス

ケジュール 

・ 類似案件の履行実績 

⑤ その他の提案 

・ 本企画提案をより効果的なものとする工夫があれば記載 

・ その他アピールするポイントがあれば記載 

※ オプションの提案など、見積額以外に費用が発生する事項の提案は、提案書内

にその旨明示すること。上記の明示がない場合、企画提案書に記載された事項

は、見積額以外に委託者に費用を請求することなく実施するものとする。 

(2) 見積書： ８部（正１部、写し７部） 

※ 構築、運用保守にかかる費用及び合計額を「消費税抜き」で表記してください。 

(3) 提案事業者の概要書： ８部（正１部、写し７部） 

・ 組織概要（名称、所在地、設立年月日、資本金、従業員数、県内営業所の有無〔ある

場合、住所・TEL・FAX、消防団協力事業所の認定有無を明記〕等） 

・ パンフレットでも可 

・ 過去３年間に類似業務を実施した実績がある場合は資料を添付 

 

８ 最優秀提案の選定方法 

本参加仕様書及び業務仕様書に基づき提出された企画提案書等について、別に設置

する選定委員会において、次に示す審査項目に基づき審査し、最優秀提案を１件選定し

ます。 

① 機能（１２点） 

 発災時に適切な避難行動がとれる機能となっているか。 

 個々の利用者の状況に応じたプッシュ配信が可能となっているか。 

 必要以上に利用者の端末に負荷をかけることはないか。 

② ユーザビリティ（８点） 

 ユニバーサルデザインを踏まえた画面構成や操作性となっているか。 

 発生した事象に応じた緊急度を伝える通知、画面表示が可能となっているか。 

③ 稼働基盤（８点） 
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 十分な性能を備えており、かつ、発災時の突発的な負荷に備えた構成となってい

るか。 

 障害やセキュリティ事案への対応を考慮した構成となっているか。 

④ 体制・実績（８点） 

 実施体制、業務スケジュール及び工程管理は適切に計画されているか。 

 障害やセキュリティ事案発生時に即座に対応できる体制となっているか。 

 業務の実施に資する技術的知見や実績を有し、当該業務を最後まで遂行する能

力があると判断できるか。 

⑤ 経済合理性（４点） 

 見積額及び積算内訳・根拠は適当か。 
 構築、運用保守にかかる費用がそれぞれ明確に示されているか。 

⑥ 地域貢献（１点） 

・ 「消防団協力事業所」に認定されているか（県内事業者が認定されている場合の 

み加点）。 

 

９ プレゼンテーションの実施 

提案内容の審査を行うため、提案者によるプレゼンテーションを実施します。 

(1) 日時 

令和 6年 4月 2６日（金）午後 

(2) 場所 

オンライン（Teamsもしくは ZOOMを予定） 

(3) 実施方法 

プレゼンテーションでは、提出いただいた企画提案書及び見積書の説明を１５分以内

で行っていただきます。なお、１５分以内の説明終了後に、別途、説明内容への質疑応

答の時間を設定します。 

詳細なプレゼンテーションの実施日時・方法等については、プレゼンテーションに参加

するすべての者に令和 6年 4月 2４日（水）１６時００分までに電子メールまたは電話

で連絡します。 

(4) 事前審査 

提案が多数の場合、選定委員会で事前に書類審査を行い、優秀提案を５件選定した

うえで、当該優秀提案者によるプレゼンテーションを実施するものとします。 

審査を実施した場合、その結果を、令和 6年 4月 23日（火）１６時００分までに電子

メールまたは電話にて連絡します。 

 

１０ 企画提案コンペに関する質問の受付及び回答 

本件に関する質問（企画提案の手続き、参加資格、仕様内容、契約内容等の企画提案

及び契約に関する一切の事項）がある場合は、次のとおり文書により行ってください。 

(1) 質問の受付期限 

公告の翌日から令和 6年 4月 4日（木）１０時００分まで 

(2) 質問の方法 

質問申請書（第３号様式）を電子メールにより提出 
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なお、質問を提出する場合、下記２１に示す所属まで電話連絡をお願いします。 

(3) 質問の提出先 

下記２１に示す所属 

(4) 質問に対する回答 

受付した質問への回答は、令和 6年 4月９日（火）16時００分までに、原則、三重県

ホームページに掲載します。 

なお、質問提出の有無に関わらず、企画提案書等提出前には質問内容に対する回答

ページをご確認ください。 

(5) その他 

本件の条項その他に関して疑義がある場合は、下記２１に示す所属に説明を求め、十

分ご承知おきください。企画提案コンペ後、不明な点があったことを理由として異議を

申し立てることはできません。 

また、他の事業者からの提案書の提出状況や積算に関する内容等には答えません。 

 

１１ 最優秀提案の選定結果 

最優秀提案が決定した後に、すべての企画提案者に対して速やかに通知します。 

 

１２ 最優秀提案者に提出を求める資料の内容 

最優秀提案者にあっては、上記 11の通知を受けた後に、以下の書類を各１部提出し

ていただきます。 

(1) 提出書類 

① 消費税及び地方消費税についての「納税証明書（その３ 未納税額がないこと

用）」（所管税務署が過去６ヶ月以内に発行したもの）の写し。 

② 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、県税についての「納

税確認書」（三重県の県税事務所が過去６ヶ月以内に発行したもの）の写し。 

③ 契約実績証明書 

※ 過去３年の間に、当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行

した実績がある場合に提出してください。 

④ 三重県物件等電子調達システム利用登録をしていない事業者又は共通債権者

（物件契約）登録をしていない事業者にあっては、「三重県財務会計 システム共

通債権者（物件契約）登録申出書」。 

(2) 提出期限 

別途通知します。 

(3) 提出場所 

下記２１に示す所属 

(4) 提出方法 

持参 

 

１３ 契約方法に関する事項 

(1) 契約条項は、三重県防災対策部地域防災推進課において示します。 

(2) 契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の額とします。ただし、会社更生法（平成
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１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しく

は申立てをされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に

よる再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者（以下これら

を「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参加資格の

再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第１９９条第１項の更生計画の認可又は民

事再生法第１７４条第１項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契

約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の１００分の３０以上

とします。 

また、規則第７５条第４項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除しま

す。 

ただし、規則第７５条第４項第１号、第２号又は第４号に該当するときを除き更生（再

生）手続中の者については、契約保証金を免除しません。 

なお、契約保証金の免除を判断するため、過去３年の間に当該契約と規模をほぼ同

じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績を示す書類をご提出いただく場合が

あります。 

(3) 契約は、三重県防災対策部地域防災推進課で行います。 

(4) 契約書は２通作成し、双方各１通を保有します。なお、契約金額は、見積書に記載され

た金額の１００分の１１０に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで

記載するものとします。 

 

１４ 監督及び検査 

契約条項の定めるところによります。 

 

１５ 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期 

契約条項の定めるところによります。 

 

１６ 企画提案及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

 

１７ 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措

置要綱」第３条又は第４条の規定により、「三重県物件関係落 札資格停止要綱」に基づ

く落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。 

 

１８ 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

(1) 受注者が契約の履行にあたって、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団

等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による

不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。 

ア 断固として不当介入を拒否すること。 

イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

ウ 発注所属に報告すること。 
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エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当

介入を受けたときことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそ

れがある場合は、発注所属と協議を行うこと。 

(2) 契約締結権者は、受注者が（１）イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する

物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第７条の規定により「三重県物件関係

落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じます。 

 

１９ 障がいを理由とする差別の解消の推進 

受注者は、業務を実施するにあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（平成２５年法律第６５号）を遵守するとともに、同法第７条第２項（合理的配慮の提供

義務）に準じ適切に対応するものとします。 

 

２０ その他 

(1) 企画提案書等の作成及び提出並びにプレゼンテーション等に要する経費は、提案者

が負担するものとします。 

(2) 成果物の著作権は業務仕様書に記載のとおりとします。 

(3) 提出のあった企画提案資料は返還しません。 

(4) 応募書類等に記載された個人情報については、当業務委託の目的以外の目的で使

用することはありません。 

(5) 委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、個人情報保

護法第１７６条、第１８０条及び第１８４条により罰則があるので留意すること。 

(6) 企画提案書等提出された書類は、三重県情報公開条例（平成１１年三重県条例第４２

号）に基づき、情報公開の対象文書となります。 

(7) 契約にあたり、原則として業務の再委託は認めません。ただし、三重県の承諾を得た

うえで業務の一部を再委託する場合はこの限りではありません。 

(8) 次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とします。 

ア 提案に参加する資格のない者が提案したとき。 

イ 提案者が同一事項の企画提案コンペに対して、二つ以上の提案をしたとき。 

ウ 提案者が他人の提案の代理をしたとき。 

エ 提案に際して、談合等の不正行為があったとき。 

オ 提出書類が、提出期限を超えて提出されたとき。 

カ 見積額が契約上限額を超えているとき。 

キ その他、担当所属が予め指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる

義務を履行しなかったとき。 

(9) 企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし、落札停止要綱に

基づく資格停止を行うことがあります。 

(10) 当該企画提案コンペの参加にあたり、国内の法律及び三重県における諸規程を遵守

し、本参加仕様書等に基づき適正な企画提案を行わなければなりません。 

(11) 契約の相手方となった場合には、業務仕様書等に記載された内容等を遵守し、誠実

に契約を履行しなければなりません。 

(12) その他必要な事項は、規則に規定するところによります。 
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２１ 連絡先 

〒５１４－８５７０ 三重県津市広明町１３番地 

三重県防災対策部地域防災推進課 

市町連携班 芳森、山田 

ＴＥＬ： ０５９－２２４－２１８５ 

ＦＡＸ： ０５９－２２４－２１９９ 

Ｅ-ｍａｉｌ： bosai@pref.mie.lg.jp 


